
 

  

    

３月の予定  

日 時間 内容 場所 

１(月) １３：００ 
心配ごと・人権・行政相談          要予約 

電話相談は 13:00～15:30 (℡ 8 2 - 3 9 0 1) 
玉泉苑 

３(水) １３：３０ 社協 ❤ 生き生き体操教室(今西啓員先生)    要予約 賀泉苑 

４(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談(山根光子先生)   要予約 玉泉苑 

１１(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談(山根光子先生)   要予約 賀泉苑 

１５(月) 
１３：００ 心配ごと・人権・行政相談          要予約 

賀泉苑 
１３：３０ 消費生活相談                予約不要 

１７(水) １３：３０ 社協 ❤ 生き生き体操教室①(今西啓員先生)   要予約 玉泉苑 

２２(月) １４：００ 弁護士による無料法律相談            要予約 玉泉苑 

※各種ご予約は前日(土日祝を除く)までに、井手町社協(0774-82-3901)へお申込み下さい。 

消費生活相談はご予約不要です。 

※新型コロナウイルスの影響により、予定されている事業等が中止・変更となることがあり

ます。事前にホームページ等でご確認をお願いします。 
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 中 止 の ご 案 内  

●ふれあい福祉まつりについて 
 毎年 3月に開催している「ふれあい福祉まつり」は、ボランティア団体や地域住
民の皆様のご協力により、同じ地域で暮らす方々が、地域や人と人とのつながりを
感じることのできる大切なイベントとなっています。しかし現在も、新型コロナウ
イルス感染症の拡大に注意しなければならない状況が続いております。 
 苦渋の選択になりますが、今年度のふれあい福祉まつりは中止させていただくこと
といたしました。何卒ご理解よろしくお願いいたします。 

●緊急事態宣言の発令に伴う休館について 
 京都府緊急事態宣言を受け、１月１４日（木）から 3 月７日（日）まで、老人福祉
センター玉泉苑・賀泉苑は休館しております。その間の、心配ごと・人権・行政相談、
生き生き体操、山吹体操が中止となっておりますのでご注意ください。 

ボランティア保険更新の時期になりました。 

2021年度ボランティア保険加入の皆様、更新が近づいています！ 
ボランティアを行っておられる方々を対象に、年度単位でご加入いただける保険です。 

詳しくはお問い合わせください。 

☆現在加入していただいているボランティア保険は、2021年３月３１日で保険期間が終

了します。来年度活動される前にぜひご加入ください。 
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補償内容 

基本コース 

S プラン A プラン Ｂプラン 

熱中症によるケガも補償！ 

傷
害 

補
償 

死亡・後遺障害保険金 ２９０万円 ２９０万円 ９７０万円 

入院保険金日額 ５５００円 ６５００円 １０，０００円 

通院保険金日額 ３０００円 ４０００円 ６０００円 

賠償責任補償 

（身体障害・財物損壊共通） 

1 事故につき(支払限度額)5 億円 

(免責金額：なし) 

特定感染症補償 上記、死亡保険金を除く後遺障害、入院保険金額に同じ 

特定感染症葬祭費用 ３００万円限度(実費) 

被保険者1名あたりの保険料 ２５０円 ３００円 ５００円 

（年度途中でも加入できますが保険料は変わりません） 

２０２１年 4月 1日以降のお申込みは、お申込み日の翌日から保険が有効となります。 

お早目の更新をお願いいたします。 

お申込み、お問合せは井手町社会福祉協議会(℡0774-82-3901)まで 

福祉有償運送ボランティアさんを募集しています。 

 

活動を詳しく知りたい方、ご協力をいただける方は、 

井手町社会福祉協議会まで、ご連絡ください。（☎0774-82-3901） 

運転ボランティアの活動前に福祉有償運送の講習会に参加していただきます。 

＜運転者講習の開催日時・場所＞ 

  令和 3年 3月 6日(土)・ 7日(日)  

  木津川市社会福祉協議会（木津川市木津川端１９） 

＜交通費・テキスト代＞ 井手町社会福祉協議会で、負担いたします。 

 ※新型コロナウイルスの影響により、中止・変更となることがあります。 

（どんな活動？） 

 運転ボランティアさんは、主に 65歳から 75歳の方が

中心となり活動して下さっています。歩行が困難な方を病

院等へ送迎していただくボランティア活動です。 

子ども食堂やこども居場所づくりの活動を 
専門アドバイザーがサポートします!! 

 「専門アドバイザー派遣」は、子ども食堂等の団体が抱えておられる運営上の課題（ボ

ランティア確保の方法や感染対策、活動資金の確保など）の解決策や、これから新しく活

動を始めようと考えておられる方々の御相談にのる専門アドバイザーを紹介、派遣しよう

とするものです。 

 町内で現在、子ども食堂等の活動をされている団体がございません。活動に興味関心の

ある団体・個人様を全力でサポートいたします。子ども食堂等の活動に興味のある方は、 

井手町社会福祉協議会（℡0774-82-3901）または、京都府社会福祉協議会・きょう

とフードセンター（℡075-252-6299）までお問い合わせください。 
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